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７ 実施要領 P3 「５（１３）」業務実績で、「１契約あたり延べ面積が３

００㎡以上の建築物の新築、改築、大規模改造（老朽）

工事又は大規模な模様替え工事のいずれかに係る設計業

務」とありますが、【増築】は該当しますか。 

増築部分の延べ面積が３００㎡以上の設計業務を元請

として完了した実績であれば、差し支えありません。ま

た、改築や大規模な模様替え等についても、改築等を行

った延べ面積が３００㎡以上であれば、「５（１３）」に

該当します。なお、「業務実績調書（様式第３号）」に記

載する業務実績については、実施要領「１０（１）④」

に記載のとおり、受託実績を証明する書類（契約書等）

を添付してください。 

 


